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平成２２年度小山市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並び

に基金運用状況審査意見書について 

 

 

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、平成２３年７月１２日付け

小財第５８号により審査に付された平成２２年度小山市一般会計及び特別

会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、

財産に関する調書並びに同法第２４１条第５項の規定に基づき審査に付さ

れた基金の運用状況を示す書類を審査したので、その結果について次のとお

り意見書を提出します。 
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 １ 

平成２２年度小山市一般会計及び特別会計 

歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見書 

 

第１ 審査の対象 

１ 一般会計歳入歳出決算 

２ 国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算 

３ 老人保健特別会計歳入歳出決算 

４ 介護保険特別会計歳入歳出決算 

５ 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

６ 墓園やすらぎの森事業特別会計歳入歳出決算 

７ 与良川水系湛水防除事業特別会計歳入歳出決算 

８ 農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算 

９ 公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算 

10 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

11 上記決算に関する証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及

び財産に関する調書 

12 基金の運用状況を示す書類 

 

第２ 審査の期間 

平成２３年７月１２日から平成２３年８月１８日まで 

 

第３ 審査の方法 

市長から審査に付された歳入歳出決算書及び附属書類、基金の運用状況を示す書

類について、関係諸帳簿及び証拠書類と照合点検を行い、必要に応じ関係職員の説

明を聴取し、計数の正否性、予算の執行状況及び運用状況の適否等について審査し

た。なお、定例監査及び例月出納検査の結果を参考とした。 

 

第４ 審査の結果 

１ 市長から審査に付された平成２２年度各会計歳入歳出決算書、平成２２年度各

会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書の計数は、いずれも

正確であると認められた。 

２ 財産に関する調書については、公有財産、物品、債権及び基金について財産台

帳等を審査した結果、計数はいずれも正確であると認められた。 

３ 予算の執行状況及び事務処理は、概ね適正かつ効果的に執行されたものと認め

られた。 

 

（注）なお、意見書中、小数点第１位、千円を単位として表した数字は原則として四

捨五入としたが、端数を整理するため調整した数字もある。 


